
一
頁

○
内
閣
府
告
示
第
十
九
号

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
及
び
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年

政
令
第
二
百
十
三
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
教
育
・
保
育
、
特
別
利
用
保
育
、
特
別
利
用
教
育
、
特
定
地
域
型
保
育
、
特

別
利
用
地
域
型
保
育
、
特
定
利
用
地
域
型
保
育
及
び
特
例
保
育
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
等
（
平
成
二
十
七

年
内
閣
府
告
示
第
四
十
九
号
。
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
別
表
第
三
の
次
に
次
の
二
表
を
加
え
る
。

（
「
次
の
よ
う
」
及
び
「
次
の
二
表
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
内
閣
府
子
ど
も
・
子
育
て
本
部
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、
内
閣
府
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
8
.
c
a
o
.
g
o
.
j
p
/
s
h
o
u
s
h
i
/
s
h
i
n
s
e
i
d
o
/
l
a
w
/
s
e
i
s
h
o
u
r
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i
.
h
t
m
l

）
に
よ
り
公
表
す
る
。
）

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
元
年
度
に
お
け
る
特
定
教
育
・
保
育
、
特
別
利
用
保
育
、
特
別
利
用
教
育



二
頁

、
特
定
地
域
型
保
育
、
特
別
利
用
地
域
型
保
育
、
特
定
利
用
地
域
型
保
育
及
び
特
例
保
育
に
要
す
る
費
用
（
次
項
に
お
い
て

単
に
「
費
用
」
と
い
う
。
）
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
元
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
費
用
の
額
を
算
定
す
る

場
合
に
お
け
る
こ
の
告
示
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
一
条

別
表
第
二
及
び
別
表
第
三

別
表
第
四
及
び
別
表
第
五

第
一
条
第
一
号

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
七
号
）
に
よ
る
改
正

前
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法

第
一
条
第
八
号
、

教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も

支
給
認
定
子
ど
も

第
九
号
、
第
十
二

号
、
第
十
三
号
、



三
頁

第
二
十
四
号
、
第

二
十
七
号
、
第
三

十
一
号
、
第
五
十

五
号
及
び
第
六
十

号第
一
条
第
十
六
号

第
二
十
八
号
の
二

第
二
十
八
号

第
一
条
第
二
十
八

二
十
八

外
部
監
査
費
加
算

当
該
施
設
等
に

二
十
八

外
部
監
査
費
加
算

当
該
施
設
等
に

号
か
ら
第
二
十
九

お
い
て
、
会
計
監
査
人
に
よ
る
外
部
監
査
を

お
い
て
、
会
計
監
査
人
に
よ
る
外
部
監
査
を

号
ま
で

実
施
し
た
場
合
に
加
算
さ
れ
る
も
の
を
い
う

実
施
し
た
場
合
に
加
算
さ
れ
る
も
の
を
い
う

。

。

二
十
八
の
二

副
食
費
徴
収
免
除
加
算

当
該

二
十
九

年
齢
別
配
置
基
準

当
該
施
設
等
の

施
設
等
に
お
い
て
、
給
食
を
実
施
す
る
際
、

区
分
に
応
じ
て
適
用
さ
れ
る
法
第
三
十
四
条

副
食
費
の
徴
収
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い

第
一
項
に
規
定
す
る
教
育
・
保
育
施
設
の
認



四
頁

て
、
市
町
村
か
ら
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保

可
基
準
、
法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す

護
者
及
び
当
該
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護

る
地
域
型
保
育
事
業
の
認
可
基
準
等
に
お
け

者
が
利
用
す
る
施
設
等
に
対
す
る
通
知
が
な

る
支
給
認
定
子
ど
も
の
年
齢
及
び
数
に
応
じ

さ
れ
た
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
が
い

た
教
員
、
保
育
士
等
の
配
置
基
準
を
い
う
。

る
場
合
に
加
算
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

二
十
九

年
齢
別
配
置
基
準

当
該
施
設
等
の

区
分
に
応
じ
て
適
用
さ
れ
る
法
第
三
十
四
条

第
一
項
に
規
定
す
る
教
育
・
保
育
施
設
の
認

可
基
準
、
法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す

る
地
域
型
保
育
事
業
の
認
可
基
準
等
に
お
け

る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
の
年
齢
及

び
数
に
応
じ
た
教
員
、
保
育
士
等
の
配
置
基

準
を
い
う
。



五
頁

第
一
条
第
六
十
一

特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育

特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育

号

事
業
並
び
に
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
設

事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す

等
の
運
営
に
関
す
る
基
準

る
内
閣
府
令
（
令
和
元
年
内
閣
府
令
第
八
号
）

に
よ
る
改
正
前
の
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び

特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準

第
一
条
第
六
十
五

第
四
十
二
条
第
六
項

第
四
十
二
条
第
二
項

号第
二
条
か
ら
第
四

別
表
第
二

別
表
第
四

条
及
び
第
九
条
か

ら
第
十
一
条

第
三
条

当
該
施
設
等
を
利
用
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認

基
本
分
単
価
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
四
に
定
め

定
子
ど
も
の
う
ち
、
当
該
年
度
中
に
満
三
歳
と

た
額
か
ら
四
千
五
百
円
を
減
じ
た
額
、
た
だ
し

な
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
に
お
け
る

、
当
該
施
設
等
を
利
用
す
る
支
給
認
定
子
ど
も



六
頁

基
本
分
単
価
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
二
に
定
め

の
う
ち
、
当
該
年
度
中
に
満
三
歳
と
な
る
支
給

た
額
か
ら
七
千
五
百
円
（
副
食
費
の
徴
収
が
免

認
定
子
ど
も
に
お
け
る
基
本
分
単
価
に
つ
い
て

除
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
市
町
村
か
ら
教
育

は
、
別
表
第
四
に
定
め
た
額
か
ら
七
千
五
百
円

・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
及
び
当
該
教
育
・
保

育
給
付
認
定
保
護
者
が
利
用
す
る
施
設
等
に
対

す
る
通
知
が
な
さ
れ
た
教
育
・
保
育
給
付
認
定

子
ど
も
（
第
六
条
及
び
第
七
条
に
お
い
て
「
副

食
費
徴
収
免
除
対
象
子
ど
も
」
と
い
う
。
）
に

あ
っ
て
は
、
三
千
円
）

第
五
条
か
ら
第
七

別
表
第
三

別
表
第
五

条第
六
条
第
二
号
イ

教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も

支
給
認
定
子
ど
も

及
び
ロ
、
第
三
号



七
頁

イ
、
ロ
及
び
ハ
、

第
七
条
第
一
号
、

第
二
号
、
第
三
号

イ
及
び
ロ
並
び
に

第
十
三
条

第
六
条
第
四
号
か

四

居
宅
訪
問
型
保
育
事
業

別
表
第
三
に
お

四

居
宅
訪
問
型
保
育
事
業

別
表
第
五
に
お

ら
第
五
号
ま
で

け
る
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
の
表
中
三
号
の

け
る
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
の
表
中
三
号
の

保
育
短
時
間
認
定
区
分
に
規
定
す
る
も
の
と

保
育
短
時
間
認
定
区
分
に
規
定
す
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。

五

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
お
い
て
、
副

食
費
徴
収
免
除
対
象
子
ど
も
に
つ
い
て
は
、

算
定
し
た
額
に
四
千
五
百
円
を
加
え
た
額
と

す
る
。



八
頁

第
七
条

七
千
五
百
円

三
千
円

百
分
の
六
十

百
分
の
六
十
五

百
分
の
五
十
五

百
分
の
六
十

第
七
条
第
三
号
ハ

百
分
の
五
十

百
分
の
五
十
五

百
分
の
四
十

百
分
の
四
十
五

第
十
三
条
及
び
第

教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者

支
給
認
定
保
護
者

十
七
条
の
見
出
し

第
十
三
条
及
び
第

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る

十
七
条

法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
及
び

経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
令
和
元
年
政
令
第

十
七
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
子
ど
も
・
子
育
て

支
援
法
施
行
令

第
十
四
条

第
二
十
八
号
の
二

第
二
十
八
号



九
頁

第
十
七
条

第
四
条
第
二
項
（
同
令
第
五
条
第
二
項
、
第
九

第
四
条
、
第
五
条
、
第
六
条
、
第
七
条
、
第
九

条
、
第
十
一
条
第
二
項
及
び
第
十
二
条
第
二
項

条
、
第
十
条
、
第
十
一
条
、
第
十
二
条
並
び
に

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

第
十
三
条

副
食
費
徴
収
免
除
加
算
、
処
遇
改
善
等
加
算
Ⅱ

処
遇
改
善
等
加
算
Ⅱ


